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最低賃金は東京都で働く全ての労働者に適用されます！
業務改善助成金をぜひ、ご活用ください！
業務改善助成金コールセンター☎0120-366-440までお尋ねください。

前年比
4 1円 UP

東京労働局オリジナル最低賃金等の周

知動画『応援します！TOKYO1113』
を作成しました

東京労働局の
公式Youtubeで公開中📹

こちらから動画へ飛べます！
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